
 

 

 

 

すでにいくつかの市町村で健診がおこなわれている。しかし、過去３年間、千葉労災

病院物忘れ外来での経験から、これらの健診制度の問題点にはいくつか問題がある。

群馬県の例をとると、一次健診として、自己アンケートや立法図書きを用いている。

認知症の場合、自己評価は信頼性にかけることがある。立法図も易しすぎる。さらに

二次健診として、ＭＭＳＥ２４点以下を認知症陽性としている。これでは点が低すぎ、

早期の方を見逃す確立が高い。 

 一方、山口県大島町の健診では、一次健診にパソコンを用いている。そのため、在

宅などでは健診がおこないにくい。また、内容が簡単である。二次健診として、ＭＭ

ＳＥで２６点以下を陽性としている。しかし、ＭＭＳＥ２６点以上でも、仮名ひろい

テスト、三宅式記銘力検査で認知症を疑わせる方もいる。 

 以上から、より良い早期発見・早期対応のために、図１、表１、資料１、資料２を

提案する。なお、二次健診をうける方が増加することが確実である。CogHealthのよ

うに。二次健診用として、パソコンを使う検査法を開発する必要がある。 

 

事業内容・展開方法等 

○認知症の早期発見のため、市町村において新たな認知症健診制度を創設する。 

[展開方法] 

  認知症早期発見早期対応のための健診対応（赤字カット）制度図 

       市町村に認知症健診・対応実行委員会          

   （行政、医師会、保健師、介護専門職、患者・家族の会、社協等） 

 

   一次検診：  個人検診 集団検診 主催は市町村高齢福祉担当課又は包括支援セン

ター        ※健診（青字修正）内容は別紙参照（ 

約８分間 開業医、在宅       定期健診、老人会、サークル 

                 （40歳以上）、免許センター 

民生員、医師、ケアマネ、    保健師、地域包括支援センター、社協等で 

訪問看護士などが実施       ※集団検診では認知症の講演等も行う 

 

点数の低い疑いのある者・希望者（もの忘れアンケートを渡す） 

 

            もの忘れアンケート持参 

二次健診： 保健師、ケアマネ等によるテスト及び面接等    

    ※約４５分 健診内容は別紙参照 

◇事業３－１ 

 認知症健診事業 
 



※主催は、市町村高齢者福祉担当課又は包括支援センター 

※健診は、１対１または、１対集団。（将来的には、ソフトを開発し、パソコンを利用） 

                   

さらに疑いの強い者・希望者 

 

病院での診察拒否者・希望者 

 

 

 三次健診：物忘れ外来 認知症サポート医 かかりつけ医等 

      MRI、SPECT血液検査、精密記憶検査等で診断、薬処方 

 

             報 告 

 

    

早期対応事業：高齢者福祉担当課又は地域包括支援センターへ  

 


